
先端設備等導入計画に基づき取得した設備等の課税標準額の特例について 

 

 中小事業者等の生産性の向上や賃上げの促進を図るため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設

備等導入計画」に基づき取得した設備等について、一定の要件を満たしたうえで申告をされた場合

に、固定資産税の課税標準の特例措置を講じます。 

※事前に商工振興課で先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。 

 

１ 対象者及び対象設備等の要件 

項  目 内       容 

対 象 者 

次のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法に規定する中小企業者又は、中

小事業者) 

(1)  資本金の額又は出資金の額が 1億円以下の法人 

 

 

 

 

 

(2)  資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員が 1,000 人以下

の法人 

(3)  常時使用する従業員が 1,000 人以下の個人 

 

※先端設備等導入計画の認定が受けることができる「中小企業者」とは、規模要

件が異なりますのでご注意ください。 

対象設備等 

 資産の種類 取得価額 備   考 

①  機械及び装置 160 万円以上  

②  工    具 30 万円以上  

③  器具及び備品 30 万円以上  

④  建物附属設備 60 万円以上 償却資産として課税される資産に限る 

年平均の投資利益率が５％以上となることが見込まれる投資計画に記載され

た投資目的を達成するために必要不可欠な、次の要件を満たす①～④の設備 

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること 

・中古資産でないこと 

取 得 日 
 当該設備等に係る先端設備等導入計画の認定の日から「２ 特例措置の内容」

に記載の取得期間までの間に、当該設備等を取得していること。 

 

次の法人は、資本金の額又は出資金の額が 1億円以下であっても対
象となりません。 
① 同一の大規模法人（資本金の額若しくは出資金の額が 1億円超の
法人等）から２分の１以上の出資を受ける法人 

② ２以上の大規模法人から３分の２以上の出資を受ける法人 



２ 特例措置の内容 

賃上げ目標の度合い等により適用される特例期間・特例率が異なります。 

令和７年３月 31日以前取得の資産 

賃上げ目標 特例期間 特例率 

無し ３年間 １／２(1/2 軽減) 

有り ４年間 １／３(2/3 軽減) 

令和７年４月１日以降取得の資産（賃上げ目標があるもののみが対象） 

賃上げ目標 特例期間 特例率 

有り（1.5％以上） ３年間 １／２(1/2 軽減) 

有り（3％以上） ５年間 １／４(3/4 軽減) 

 

３ 添付書類 

  当該設備等を取得した翌年に提出する償却資産申告書・種類別明細書と併せ、当該設備等に係る

次の書類を提出してください。 

(1)  先端設備等導入計画に係る認定申請書（写し） 

※申請時に提出した先端設備等導入計画書の写しを含む 

(2)  先端設備等導入計画の事前認定書（写し） 

(3)  投資計画に関する確認書（写し） 

  ※賃上げ方針を従業員へ表明された特例適用を申告する場合は、次の資料も提出してください。 

(4)  従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面（写し） 

  ※リース会社が申告する場合は、(1)～(4)の必要資料に加えて、次の資料も提出してください。 

(5)  リース契約見積書（写し） 

(6)  公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書（写し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 令和５年３月 31日までに取得した資産等 

令和５年３月 31 日までに先端設備等導入計画に基づき取得した設備等で、特例期間が満了して

いないものについては、従来通り特例措置が受けられます。 

 

償却資産申告書への記載例 

1   R   7   8   5,000,000  10 附則 15-43 

※種類別明細書の該当する資産の摘要欄に 

・令和 7年 3 月 31 日以前取得の資産は「旧附則 15-44」 

・令和 7年 4 月 1日以降取得の資産は「附則 15-43」 

と記載してください。 

問い合わせ先 

 三原市 資産税課 償却資産係 

 ℡ ０８４８－６７－６０３９ 


